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発表日：2019 年 6 月 19 日（水） 

骨太・成長戦略 2019 のポイント（日本型雇用編） 
～働き方は企業ではなく働き手が選ぶものへ変わっていく～ 

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 

副主任エコノミスト 星野 卓也（℡：03-5221-4547） 

（要旨） 

○今年の成長戦略は、政府が大企業を中心とした日本型の組織や雇用慣行に対する問題意識を明示

している点が大きな特徴である。 

○特に、日本型雇用見直しの動きは昨今急速に進んでいる。新卒採用・ジェネラリスト育成型の人

事異動の仕組み、年功序列、退職金制度など一連の日本型雇用制度は、体系的に労働市場の流動

性を低下させていると考えられる。未来投資戦略においても、テクノロジーを始めとした社会の

大きな変化に対応するため、柔軟で多様な働き方の拡大が必要、との旨が記されている。 

○政府の具体的な施策として、「大企業に中途採用比率の公開を求める」といったものが挙げられ

ているが、目新しさはない。しかし、企業側の「必要」が生じている以上、日本型雇用見直しの

動きは進んでいくだろう。人手不足やテクノロジーの発展は、より高い付加価値を生む人材に対

する企業の引き合いを強くしていく。自らのキャリア・スキルは企業から与えられるものではな

く、働く側が主体的に選択するものへと変わっていくだろう。 

 

○「日本型」への強い問題意識 

 今年の成長戦略は、日本企業のあり方に強い問題意識が記されている点が特徴だ。成長戦略実行計

画案の第一章・基本的な考え方において、第４次産業革命・Society5.0を社会実装していくためのイ

ノベーションの重要性が述べられた後、それに必要なものとして「組織の変革」「人の変革」を挙げ

ている。ここで明確に述べられているのは、主に大企業に代表される日本型の組織・雇用慣行に対す

る問題意識である（資料１）。 

  

資料１．「成長戦略実行計画案・第１章 基本的な考え方」より一部抜粋 

（出所）首相官邸「未来投資会議」資料より第一生命経済研究所が作成。 

 

・イノベーションの担い手として、引き続きベンチャー企業への期待は大きく、その育成は重要であるが、懐妊期間の

長い研究開発投資が必要となる第 4次産業革命においては、資金面・人材面で豊富なリソースを有する既存企業・大企

業の役割も重要となる。 

・組織の中に閉じ込められ、固定されている人を解放して、異なる世界で試合をする機会が与えられるよう、真の意味

で流動性を高め、個人が組織に縛られすぎず、自由に個性を発揮しながら、付加価値の高い仕事が出来る、新たな価値

創造社会を実現する必要がある。 

・終身雇用や年功序列を基盤とした日本型の雇用慣行を社会の変化に合わせてモデルチェンジし、多様な採用や働き方

を促す必要がある。 

・（オープンイノベーションについて）既存企業とスタートアップとの協働、あるいは既存企業同士の協働といった企

業間連携が欧米より弱い。 
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資料２．「成長戦略実行計画案・第１章 基本的な考え方」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）首相官邸「未来投資会議」資料より第一生命経済研究所が作成。 

 

○一つにつながっている新卒一括採用・年功序列・終身雇用 

 特にその中でも、昨今急速に進んでいるのが日本型雇用慣行を見直す動きである。今年４月、経団

連の「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」は中間取りまとめと共同提言を公表した（５月に

未来投資会議でも報告）。そこでは、新卒一括採用をはじめとする日本型雇用慣行の限界に触れ、メ

ンバーシップ型採用からジョブ型採用なども含め、学生自身の意思に応じた複線的で多様な採用形態

に秩序を持って移行すべき、との旨が記されている。これを受け、経営者からも日本型雇用の限界に

関する発言が相次いだ。 

日本型雇用制度が問題視される大きな理由は、それが体系的に労働市場の流動性を低下させている

からだと考えられる。新卒採用は新任者の一括育成を可能にするなど企業にメリットがあったが、多

くの企業が採用を学卒時に集中させれば、相対的に企業は中途採用を行わなくなる。また、ジェネラ

リスト育成を前提とした人事異動制度は、社内の経営・管理職育成の役割を果たしている。しかし、

社外でも通じる専門性のある職業スキルは身につきにくくなり、働き手にとって転職が難しい状況を

作り出している面があろう。さらに、終身雇用を前提とした年功序列の給与体系や退職金制度など、

勤続年数が長いほど有利になる仕組みは、一社で勤め続ける誘因となり、転職のインセンティブを削

いでいる。 

資料３．日本型雇用制度はなぜ労働市場の流動性を落とすのか 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）第一生命経済研究所が作成。 
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○具体的な政策はあまりないが、政府に出来ることが限られていることも事実 

新しい技術・テクノロジー、社会変化への対応が求められている中、定年までの一社勤続を前提と

した日本型雇用慣行は、人材の柔軟な移動を妨げ生産性向上の重石になる。日本型雇用制度はこうし

た脈絡で長らく問題視されてきたが、その見直しが今回

政府の成長戦略として明示的に盛り込まれることとなっ

た。 

ただ、今回の成長戦略実行計画案をみても、政策自体

に新味はあまりない。実行計画の「中途採用・経験者採

用の促進等」において、政府が具体的に行うこととして

新しく盛り込まれたものは、“大企業に対して中途採用

比率の公表を求める”といったところである。学生イン

ターンシップや解雇の金銭解決については、今後検討を

進めることとされている。また、KPI（Key Performance 

Indicator）として転職入職率 9.0％（2020年）が設定

されているが、これも過去に実現したことのある数字で、

野心的な目標値とは言い難い。 

 

 

 

資料５．成長戦略フォローアップ案より一部転載（中途採用・経験者採用の促進） 

（出所）首相官邸「未来投資会議」資料より第一生命経済研究所が作成。下線は筆者。 

＜中途採用・経験者採用の促進＞ 

・人生 100 年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に発揮できるよう、雇用制度改革を進めることが

必要。特に大企業に伝統的に残る新卒一括採用中心の採用制度の見直しを図ると同時に、通年採用による中途採用・経

験者採用の拡大を図る必要がある。このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直しに取り組む必

要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応を図る。 

・中途採用・経験者採用に積極的に取り組む上場企業を中心としたリーディング企業やベンチャー・中小企業等を集め

た中途採用・経験者採用協議会で提起された好事例について、その横展開を図ること等により、雇用慣行の変革に向け

た運動を展開する。また、好事例の周知等を通じて、各企業に対して、評価・報酬制度の見直しを促す。この際、経営

改革力に限界のある中小企業に対しては、中途採用等支援助成金等を活用し、これらの見直しのための支援を行う。 

・学生の学修環境の確保を前提に、就職・採用活動の実態等も踏まえ、例えば長期インターンシップの方向性等を中心

に今後の時代にふさわしい学生と企業の就職・採用の在り方について、本年度中に検討を開始する。 

 

＜主体的なキャリア形成を支える労働市場のインフラ整備＞ 

・令和２年からの稼働を目指す職業情報提供サイト「日本版 O-NET」（仮称）や、令和４年以降の稼働を目指す「職業

能力診断ツール」について、両者の連携を図るほか、ハローワークインターネットサービスや職場情報総合サイトな

ど、既存のシステムとの連携も視野に入れて開発・運用を進めることで、求職者や企業の人事担当者等が、円滑に職業

情報の把握や求人情報の検索等を行える有機的なシステム構築を目指す。 

・中小企業における HR テクノロジーの導入支援や活用事例の周知を行い、同テクノロジーの導入・活用による中小企

業における多様な人材の活躍や生産性向上を支援する。 

・解雇無効時の金銭救済制度について、可能な限り速やかに、法技術的な論点についての専門的な検討を行い、その結

果も踏まえて、労働政策審議会の最終的な結論を得て、所要の制度的措置を講ずる。 

資料４．一般労働者（男女計）の転職入職率     

 
（出所）厚生労働省「雇用動向調査」等より作成。 
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本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに
足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。ま
た、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 

 

 Economic Trends ／ マクロ経済分析レポート 

○それでも日本型雇用の見直しは進むだろう 

それでも大きな流れとして、日本型雇用の

見直しは進んでいくだろう。企業側が日本型

雇用の見直しを訴え始めているのは、その

「必要」が生じているからだ。 

若い人口が豊富な時代は、労働力の「数」

を投入することで事業を回すことができた。

企業は、テクノロジーの活用などによって一

人当たりの生産性を高める必要性もさほど高

くはなかった。しかし、少子高齢化に伴う人

手不足の中では、より高い付加価値を生む人

材に対する引き合いは強くなる。テクノロジ

ーの発展はその傾向を一層強めることになる

だろう。 

既にそうした動きはみられる。転職入職者

のうち１割以上の賃金上昇を実現した人の割

合をみると、既に上昇傾向にある（資料６）。

人手不足のもと、企業が付加価値の高い人材

により良い待遇を提示して、中途採用を行う

ように徐々に変化していると考えられる。 

 政府の役割は解雇時の金銭救済制度などをはじめとする労働移動を円滑にする枠組み作りや、その

間のセーフティネットの充実ということになるだろう。近年雇用保険の教育訓練給付の充実などを通

じて拡張されているリカレント教育もそのひとつだ。働き方が多様化すれば、企業が一括での人材育

成を行うことは難しくなっていく。このような下、働く側自身が主体的にどのようなスキルを得てい

くのかを選択し、キャリアを形成していくことが不可欠になってくる。日本型雇用見直しの潮流は、

各々の働き方を企業に与えられるものから自分で選ぶものへ、抜本的に変えていくこととなろう。 

 

 

以上 

資料６．１割以上賃金の上がった転職入職者の割合     

 
 

（出所）厚生労働省「雇用動向調査」より作成。 
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